
 

公益財団法人香川県下水道公社工事執行要綱 

 

(目的) 

第１条 公益財団法人香川県下水道公社(以下「公社」という。)が施行する工事(建設業法(昭和 24 年

法律第 100 号)第２条に規定するものをいう。以下「工事」という。)の執行については、法令その

他別に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

(請負契約の締結) 

第２条 工事の請負契約は、一般競争入札、指名競争入札又は随意契約の方法により締結するものと

する。 

 

(随意契約によることができる場合) 

第３条 随意契約によることができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。 

(１) 予定価格が 250 万円を超えない契約をするとき。 

(２) その性質又は目的が指名競争入札(以下「競争入札」という。)に適しない契約をするとき。 

(３) 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。 

(４) 競争入札に付することが不利と認められるとき。 

(５) 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。 

(６) 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。 

(７) 落札者が契約を締結しないとき。 

 

(一般競争入札の公告) 

第４条 公益財団法人香川県下水道公社理事長（以下「理事長」という。）は、一般競争入札により

契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を入札の参加者に公告するものとする。 

(１) 入札に参加する者に必要な資格 

(２) 入札に付する工事名及び工事の場所 

(３) 設計書、仕様書、図面その他契約条項を示す日時及び場所 

(４) 入札を行う日時及び場所 

(５) 入札保証金に関する事項 

(６) 前各号に掲げるもののほか、入札に必要な事項 

２ 理事長は、前項の公告において、入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に

関する条件に違反した入札は、無効とする旨を明らかにしておくものとする。 

 

(指名競争入札の参加者の指名等) 

第５条 理事長は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、契約の種類、目的及び金額

に応じ、適当と認める者を指名するものとする。 

２ 前項の場合においては、前条第１項各号（第１号を除く）に掲げる事項及び同条第２項の規定に

より明らかにしておくべき事項を通知するものとする。 

 

(予定価格及び最低制限価格) 

第６条 理事長は、競争入札により契約を締結しようとするときは、仕様書、設計書等によりその予



定価格を入札の都度定めるものとする。 

２ 理事長は、契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、あらかじ

め最低制限価格を設けることができる。 

３ 前２項の規定により定められた予定価格及び最低制限価格を記載し、又は記録した書面は、その

内容が認知できない方法により、開札の際に開札の場所に置くものとする。 

第７条 理事長は、前条第１項及び第２項の規定による予定価格及び最低制限価格の決定に当たって

は、厳正に処理し、直接契約に関係する職員以外の者をこれに関与させないものとする。 

 

（入札保証金の納付) 

第８条 理事長は、入札に参加しようとする者に対して、入札前に入札保証金を入札保証金等納付書

(様式第１号)により納付させるものとする。 

２ 保証金の額は、契約しようとする金額の 100 分の５以上の額でなければならない。 

３ 保証金には利子を付さないものとする。 

４ 保証金の納付は、国債、地方債その他理事長が確実と認める担保の提供をもって代えることがで

きる。 

 

(入札保証金の減免) 

第９条 理事長は、次に掲げる場合において必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、

入札保証金を減免することができる。 

(１) 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に公社を被保険者とする入札保証保険契約

を締結したとき。 

(２) 落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。 

 

(入札の方法) 

第 10 条 理事長は、指定日時及び指定場所に入札者を出席させ、入札保証金に係る領収書の提示を求

めた上、入札書(様式第２号)を用い、次に掲げるところにより入札をさせるものとする。 

(１) 入札は１人１通とし、入札者を他の入札者の代理人とさせないこと。 

(２) 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出させること。 

(３) 入札書は、インク又は墨で記入させ、記名させること。 

(４) 入札書は、「何工事入札書」と表示した封筒に入れさせること。 

(５) 既に提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をさせないこと。 

(６) 入札金額には、原則として 1,000 円未満の端数を認めないこと。 

２ 理事長は、入札に際し不正の行為があると認めたときは、その者の入札を拒絶することができ

る。 

 

(開札及び再度入札) 

第 11 条 開札は、入札の場所において入札の終了後直ちに入札者を立ち会わせて行わなければならな

い。この場合において、入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わ

せるものとする。 

２ 前項の規定により開札の結果、落札者がないときは、直ちに、再度の入札をすることができる。 

 

(無効入札) 



第 12 条 競争入札に参加することのできる資格を有しない者のした入札及び次の各号のいずれかに該

当する場合における当該入札は、無効とする。 

(１) 理事長の定める入札条件に違反した場合 

(２) 入札者又はその代理人が同一工事について２以上の入札をした場合 

(３) 入札者が連合して入札したと認められる場合 

(４) 入札に際して不正の行為があった場合 

(５) 入札保証金の納付がない場合又は不足する場合 

(６) 入札書の金額を訂正した場合 

(７) 入札書に記名若しくは押印(押印がない場合にあっては、責任者氏名及び担当者氏名並びに連

絡先)のない場合又は誤字、脱字等があって必要事項を確認しがたい場合 

 

(入札又は開札の取消し又は延期) 

第 13 条 理事長は、天災その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等により

競争入札の実効がないと認められ、若しくはそのおそれがあると認められる場合には、入札又は開

札を取り消し、又は延期することができる。 

２ 前項の規定により入札又は開札の取消し又は延期をしたときは、直ちに入札者に通知するものと

する。 

３ 第１項の規定による入札又は開札の取消し又は延期による損害は、入札者の負担とする。 

 

(落札者の決定) 

第 14 条 理事長は、入札者のうち予定価格の範囲内で最低価格の入札をした者を落札者とするものと

する。 

２ 理事長は、最低制限価格を設けたときは、予定価格の範囲内で最低制限価格を下らない最低価額

の入札をした者を落札者とするものとする。 

３ 理事長は、落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに、当該入札者にく

じを引かせて落札者を定めるものとする。 

４ 前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かないものがあるときはこれに代えて、当該入

札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 

５ 理事長は、落札者が決定したときは、直ちに、その旨を書面又は口頭により落札者に通知するも

のとする。 

 

(最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合) 

第 15 条 理事長は、前条第１項及び第２項の規定にかかわらず、最低価格をもって入札した者であっ

ても、次の各号に該当する事由のあるときは、その者を落札者とせず、その他の者のうち予定価格

の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とすることができる。 

(１) その者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がさ

れないおそれがあるとき。 

(２) その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すことになるおそれがあって著しく不

適当であると認めるとき。 

 

(入札保証金の還付) 

第 16 条 入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。次条において同じ。)は、落札者にあ



っては契約締結後に、落札者以外の者にあっては入札終了後に還付する。 

第 17 条 落札者が契約を締結しないときは、その者の納付に係る入札保証金は、公社に帰属する。 

 

(随意契約) 

第 18 条 理事長は、随意契約により契約を締結しようとするときは、仕様書、設計書により、その予

定価格を定めるものとする。この場合においては、第７条の規定を準用する。 

２ 理事長は、随意契約により契約を締結しようとするときは、契約の内容その他見積りに必要な事

項を示し、なるべく２人以上の者から見積書(様式第３号)を提出させるものとする。 

３ 前項の規定により見積書を提出させた場合において、その見積価格がいずれも予定価格を超える

とき、又は見積書を提出させることが困難若しくは不適当と認められるときは、予定価格を示して

その範囲内で契約を締結することができる。 

４ 理事長は前３項の規定により契約の相手方を決定したときは、その旨を書面又は口頭により当該

相手方に通知するものとする。 

５ 災害時その他緊急を要する場合において第３条第３号の規定に基づき随意契約により契約を締結

しようとするときの予定価格の設定、見積書の提出等については、前各項の規定にかかわらず、別

に定める。 

 

(契約保証金の納付) 

第 19 条 理事長は、契約の相手方に対して契約を締結する前に契約保証金を納付させるものとする。 

２ 契約保証金の額は、契約金額の 100 分の 10以上の額でなければならない。 

３ 理事長は、契約金額の増減があった場合は、その増減の割合にしたがって契約保証金を増減する

ことができる。 

４ 契約保証金には利子を付さないものとする。 

５ 契約保証金の納付は、国債、地方債その他理事長が確実と認める担保の提供をもって代えること

ができる。 

 

(契約保証金の減免) 

第 20 条 理事長は、次に掲げる場合において必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、

契約保証金を減免することができる。 

(１) 契約の相手方が保険会社との間に公社を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 

(２) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。 

(３) 契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。 

 

(契約保証金の還付) 

第 21 条 契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。次条において同じ。)は、工事の検査

終了後に還付する。 

 

(契約保証金の帰属) 

第 22 条 契約の相手方がその契約上の義務を履行しないときは、その者の納付に係る契約保証金は、

公社に帰属する。ただし、損害の賠償又は違約金について契約で別段の定めをしたときは、その定

めたところによるものとする。 

 



(工事請負契約約款による契約の締結) 

第 23 条 理事長及び契約の相手方は、工事請負契約約款により契約を締結するものとする。ただし、

特に必要があると認められるときは、これによらないことができる。 

２ 前項の工事請負契約約款は、理事長が別に定める。 

 

(契約書の作成) 

第 24 条 理事長及び契約の相手方は、第 14 条第５項又は第 18条第４項の規定による通知をした日か

ら 10 日以内に、契約書を作成しなければならない。ただし、契約書を郵便又は民間事業者による信

書の送達に関する法律(平成 14 年法律第 99 号)第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは

同条第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便により送付する場合そ

の他やむを得ない理由がある場合は、この期間を延長することができる。 

２ 前項に規定する期間内に契約の相手方の責めに帰すべき事由により契約書を作成しないときは、

契約の相手方の決定は、その効力を失うものとする。 

第 25 条 前条第１項の規定による契約書は、工事請負契約書(様式第４号)によるものとする。ただ

し、特に必要があると認められるときはこれによらないことができる。 

第 26 条 第 18 条第５項の契約を締結しようとするときの契約書の作成については、別に定める。 

 

(工事監督員) 

第 27 条 理事長は、工事の施行について監督を行わせるため公社の職員のうちから工事監督員を置く

ものとする。ただし、理事長においてその必要がないと認めたときは、この限りでない。 

２ 理事長は、前項本文の規定による工事監督員を置いたときは、契約の相手方に対してその旨を通

知するものとする。 

 

(工事検査員) 

第 28 条 理事長は、工事に係る契約の履行の確認を行わせるため、公社の職員のうちから工事検査員

を置くものとする。 

 

(監督及び検査の委託) 

第 29 条 理事長は、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により、公社の職員に

よって監督を行うことが困難であり、又は適当でないと認められるときは、公社の職員以外の者に

委託して当該監督を行わせることができる。 

２ 理事長は、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により、公社の職員によっ

て検査を行うことが困難であり、又は適当でないと認められるときは、公社の職員以外の者に委託

して当該検査を行わせることができる。 

３ 第 27 条第２項の規定は、前２項の場合について準用する。 

 

(監督の職務と検査の職務の兼職禁止) 

第 30 条 理事長から検査を命ぜられ、又は委託された者の職務は、特別の事情がある場合を除き、理

事長から監督を命ぜられ、又は委託された者の職務と兼ねることができない。 

 

(工事請負代金額の変更) 

第 31 条 理事長は、工事内容の変更等の理由により請負代金額を変更する必要を認めたときは、次の



算式により得た金額の範囲内で契約の相手方と協議し、変更請負代金額を決定するものとする。 

(算式) 
元請負工事価格  １１０ 

変更設計に係る工事価格×請負比率         ×       
元工事価格  １００ 

 

(契約の相手方との協議) 

第 32 条 請負契約の条項により、理事長と契約の相手方と協議する事項について協議が整った場合で

当事者において必要と認めたときは、工事請負協定書を作成し、当事者が記名押印して、各自１通

を保存するものとする。 

 

(請負契約の変更) 

第 33 条 理事長は、工期、請負代金額等当初の契約を変更する必要を認めたときは、契約の相手方と

協議が整ってから５日以内に工事請負変更契約書(様式第５号)により契約を変更するものとする。 

 

(前金払) 

第 34 条 理事長は、請負代金額 200 万円以上の工事であって、公共工事の前払金保証事業に関する法

律(昭和 27 年法律第 184 号)第５条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社(以下単に「保証事業

会社」という。)の保証に係るものについては、工事の種類及び規模等を勘案して前金払をすること

ができる。 

２ 前項の規定により前金払をすることができる額は、請負代金額の 100 分の 40 以内の額とする。 

３ 理事長は、請負代金額を減額した場合において必要があると認めたときは、前払金額の全部又は

一部を返納させることができる。 

４ 理事長は、請負代金額を増額した場合において必要があると認めたときは、その増額後の請負代

金額の 100 分の 40 から支払済みの前払金額を差し引いた額に相当する額以内の前金払をすることが

できる。 

 

(部分払) 

第 35 条 理事長は、工事の完成前に、工事の出来形部分並びに工事現場に搬入した工事材料及び製造

工場等にある工場製品(工事監督員の検査を要するものにあっては、当該検査に合格したものに限

る。)に対する請負代金相当額の 10 分の９以内の額の部分払をすることができる。 

２ 前項の規定による部分払は、請負代金額 100 万円以上の工事について、次の区分により行うもの

とする。 

(１) 請負代金額 500 万円以下１回 

(２) 請負代金額 2,000 万円以下２回以内 

(３) 請負代金額 2,000 万円を超える場合３回以内 

３ 前条の規定により前金払をした場合における部分払をすることができる額は、第１項の規定にか

かわらず、次の算式により算出した額以内の額とする。 

(算式) 
９ 前払金額 

第１項の請負代金相当額×        ―             
１０ 請負代金額 

 

 



附 則 

(施行期日) 

この要綱は、令和６年１月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 



様式第１号 

（日本産業規格Ａ列４番） 

入札保証金等納付書 

 

納付金額 

 億 千 百 十 万 千 百 十 円  

   ただし 

内 

 

種類 記号番号 額面金額 枚数 金額 摘要 

現金      

証 

券 

      

      

      

      

      

上記のとおり入札保証金(入札保証金に代わる担保としての有価証券)を納付します。 

  年   月   日   

公益財団法人香川県下水道公社 

理事長           殿 

 

納付者住所                                

      氏名                               

上記の金額(証券)を領収しました。 

年   月   日   

納付者様 

公益財団法人香川県下水道公社事理事長     □印   

還付してくだ

さい。 

事務局長 
保証金等還付請求書 

上記の金額(証券)の還付を請求します。  

  年   月   日    

公益財団法人香川県下水道公社 

理事長           殿 

 

請求者住所                                

     氏名                              

上記の金額(証券)を領収しました。 

年   月   日    

公益財団法人香川県下水道公社理事長 殿 

受取者住所                                 

      氏名                                

備考 

１  納付金額については、アラビア数字をもってインク又は墨で記入するとともに頭書に￥の記号を付

記すること。 

２  納付金額は、訂正しないこと。 

３  附属利札があるときは、摘要欄に枚数及び必要な事項を付記すること。  



様式第２号 

（日本産業規格Ａ列４番） 

 

 

入  札  書 

 

  年  月  日 

公益財団法人香川県下水道公社 

理事長         殿 

 

入札者 住    所 

名称又は商号 

代 表 者 名            

 

公益財団法人香川県下水道公社工事執行要綱及び仕様書、図面その他入札条項を承知の上、

次のとおり入札します。 

 

 

記 

 

 

入 札 金 額 

 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

 

 

工 事 名 

工 事 場 所 

 

 

 

 

 

 

 

備考 １ 本入札書に係る責任者（当該入札書に係る事務を担当する部門の長をいう。）及び担当者（当

該入札書に係る事務を担当する者をいう。）の氏名並びに当該入札書の記載内容を確認するた 

     めの連絡先は、本入札書に入札者の押印がある場合は記載不要とする。 

２ 入札金額は、アラビア数字をもってインク又は墨で記入するとともに、頭書に￥の記号を付 

 記すること。 

     ３ 入札金額を訂正しないこと。 

     ４ 入札金額は、千円未満の端数を認めない。 

責任者氏名 

担当者氏名 

連 絡 先 



様式第３号 

（日本産業規格Ａ列４番） 

 

 

見  積  書 

 

  年  月  日 

公益財団法人香川県下水道公社 

理事長          殿 

 

見積者 住    所 

名称又は商号 

代 表 者 名            

 

公益財団法人香川県下水道公社工事執行要綱及び仕様書、図面その他見積条項を承知の上、

次のとおり見積します。 

 

 

記 

 

 

見 積 金 額 

 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

 

 

工 事 名 

工 事 場 所 

 

 

 

 

 

 

 

備考 １ 本見積書に係る責任者（当該見積書に係る事務を担当する部門の長をいう。）及び担当者（当

該見積書に係る事務を担当する者をいう。）の氏名並びに当該見積書の記載内容を確認するた 

     めの連絡先は、本見積書に見積者の押印がある場合は記載不要とする。 

２ 見積金額は、アラビア数字をもってインク又は墨で記入するとともに、頭書に￥の記号を付 

 記すること。 

     ３ 見積金額を訂正しないこと。 

      

責任者氏名 

担当者氏名 

連 絡 先 



 

様式第４号 

 

工 事 請 負 契 約 書 
 
 １ 工  事  名 
 
 ２ 工 事 の 場 所        
 
 ３ 工     期    自    年   月   日 
 
              至    年   月   日 
 
４ 解体工事に要する費用等  別紙のとおり（該当ない場合は削除） 

 

請 負 代 金 額         
億 千 百 十 万 千 百 十 円 

請負代金額のう 
ち消費税及び地 
方消費税の額  

 
億 千 百 十 万 千 百 十 円 

契約保証金額         
億 千 百 十 万 千 百 十 円 

 
 

  上記の工事について、発注者公益財団法人香川県下水道公社と受注者    は、

各々の対等な立場における合意に基づいて、公益財団法人香川県下水道公社工事執行要

綱第２３条第２項の規定により理事長が定めた公益財団法人香川県下水道公社工事請負

契約約款により請負契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行するものとする。 

 本契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。 
 
 
 

年  月  日   
 
 
 
 

発 注 者  香川県綾歌郡宇多津町字吉田４００１番地４        
 

公益財団法人香川県下水道公社 
 

理 事 長                  □印    
 
 
 
 

受 注 者  住  所  
 

商号又は名称                      
 

代表者氏名                  ◯印    
 

 

備考 請負代金額等の金額欄には、アラビア数字をもつてインクで記入するとともに、

頭書に￥の記号を付記すること。 

 



 

様式第５号 

 

工 事 請 負 変 更 契 約 書 
 

請負代金額の増減金額             
 千 百 十 万 千 百 十 円 

請負代金額の増減金額のう 
ち消費税及び地方消費税の 
額の増減金額       

 千 百 十 万 千 百 十 円 

 
工  事  名 
 
工 事 の 場 所        
 
変 更 前 工 期          自  年  月  日   至  年  月  日 
 
変 更 後 工 期          自  年  月  日   至  年  月  日 

 
解体工事に要する費用等  別紙のとおり（該当ない場合は削除） 

 

 発注者公益財団法人香川県下水道公社と受注者     とが  年  月  日に

締結した契約に係る上記工事の工事請負契約書及び設計図書（設計書、図面及び仕様書）

の内容の一部を変更する契約を締結し、その証として、本書２通を作成し、当事者記名

押印の上、各１通を原契約書とともに保有する。 
   

年  月  日   
 
 
 

発 注 者       香川県綾歌郡宇多津町字吉田４００１番地４ 
 

公益財団法人香川県下水道公社 
 

理事長                □印    
 
 
 

受 注 者   住所      
 
                商号又は名称         
 

代表者氏名              ◯印  
  
 
 

備考 請負代金額の増減金額等の金額欄には、アラビア数字をもつてインクで記入する
とともに、増額の場合は頭書に￥の記号を付記し、減額の場合は頭書に△の記号
を付記すること。 


